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は じ め に 

 

現在、我が国は、人口減少と少子高齢化が急

速に進み、その影響は社会・経済の停滞を招く

ことが危惧されております。当市においても今

後5年間の人口推計で、総人口は減少傾向にあ

り、65歳以上の人口比率は2.5％の増加、18歳

以下の児童については1.3％の減少と少子高齢

化の進行を示す結果となりました。核家族や共働き世帯の増加は地域とのつながりの

希薄化をもたらし、子育てに不安や孤立感を覚える家庭が増え、子どもや子育て世帯

を取り巻く環境は厳しさを増しています。こうした動きに歯止めをかけ子どもを産み

育てやすい社会の構築のため、平成２７年度に「子ども・子育て支援制度」が始まり

5年が経過いたしました。 

これまでの5年間の当市の事業を検証するとともに、市内の子育て世帯を対象に

行ったニーズ調査の結果を踏まえ、これからの5年間の指針となる「第２期黒石市子

ども・子育て支援計画」を、ここに策定いたしました。解決すべき課題を後回しにせ

ず、基本理念である「子育てを心豊かな地域社会全体で支え、子どもがすくすくと育

つまちづくり」の実現に向け取り組んで参ります。 

将来を担う子どもたちが心身ともに健康で成長できるよう、また、保護者が家庭や

子育てに夢を持ち、子どもを安心して産み育てられる環境整備と妊娠期からの切れ目

のない支援体制構築を目指して参りますので、市民の皆様のご理解、ご協力をお願い

いたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、多大なご支援、ご協力を賜りました黒石市子ど

も・子育て会議委員の皆様、アンケートにご協力いただいた多くの市民の皆様に心か

ら感謝申し上げます。 

 

令和２年３月 

黒石市長  髙 樋   憲 
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